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北海道教育庁学校教育局参事（生徒指導・学校安全） 齊 藤 順 二  

 

   通学路の交通安全の確保の徹底について（通知） 

 このことについて、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課から

別添写しのとおり通知がありましたので通知します。 

 通学路の交通安全の確保に係る推進体制の構築については、全国 1741 市町村において

「構築していない」と回答した 61 市町村のうち、36 市町村が道内の市町村となっている

ほか、プログラムを「策定していない」と回答した市町村の約 70％が道内の市町村となっ

ており、平成 29年度末における通学路の交通安全の確保に関する取組の遅れが明らかとな

るなど、極めて憂慮すべき状況となっております。 

 つきましては、学校及び市町村教育委員会においては、別添写しの記載事項に留意の上、

通学路の安全確保に向けた体制を早急に構築するよう取組を更に推進するほか、学校にお

いては、児童生徒に対して、自らの交通ルールの遵守はもとより周囲の状況に注意して通

行する必要があることを指導したり、効果的な見守り活動が実施されるため、校区の危険

箇所における注意すべきポイントについて、保護者等と共通理解を図ったりするなど、一

層の交通安全確保の取組を推進するようお願いします。 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  
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